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第
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
^
中
「
経
営
革
新
」
を
「
海
外
に
お
い
て
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合

に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
そ
の
他
経
営
革
新
」
に
改
め
、
同
号
ロ
_
中「
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
」

を
「
海
外
に
お
い
て
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
に
係
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の

維
持
そ
の
他
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

経
営
革
新
及
び
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
の
支
援
体
制
の
整
備
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

\

経
営
革
新
等
支
援
業
務
（
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
容
に
関
す
る
事
項

]

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

^

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

第
三
条
第
二
項
第
三
号
イ
\
中
「
第
四
章
第
二
節
」
を
「
第
四
章
第
一
節
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
五
条

第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
こ
の
節
」
の
下
に
「
、
第
三
章
第
三
節
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
、「
が
行
う
経
営

革
新
に
関
す
る
も
の
を
」
の
下
に
「
、
中
小
企
業
者
等
が
そ
の
外
国
関
係
法
人
等
の
全
部
又
は
一
部
と
共
同
で
経
営

革
新
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
小
企
業
者
等
が
当
該
外
国
関
係
法
人
等
と
共
同
で
行
う
経
営
革
新

に
関
す
る
も
の
を
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
、「
計
画
（
」
の
下
に
「
複
数
の
中
小
企
業
者
が
そ
れ

ぞ
れ
の
中
小
企
業
者
の
外
国
関
係
法
人
等
の
全
部
又
は
一
部
と
共
同
で
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
を
行
お
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
中
小
企
業
者
が
当
該
外
国
関
係
法
人
等
と
共
同
で
行
う
異
分
野
連
携
新
事
業

分
野
開
拓
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。」を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
中
小
企
業
者
」
の
下
に「（
複
数
の
中
小
企

業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
中
小
企
業
者
の
外
国
関
係
法
人
等
の
全
部
又
は
一
部
と
共
同
で
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓

を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
関
係
法
人
等
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
、「
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
あ
っ
て
は
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
従
っ
て
」
を
「
従
つ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項

の
表
第
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

海
外
投
資
関
係
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
関
連
保
証
を
受
け
た
中
小
企
業

者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
中
「
二
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
億
円
（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
異
分
野
連
携
新

事
業
分
野
開
拓
に
係
る
事
業
に
必
要
な
資
金
（
以
下
「
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
事
業
資
金
」
と
い
う
。）以

外
の
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
億
円
）」と
、「
四
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
億

円（
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
事
業
資
金
以
外
の
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、

四
億
円
）」と
、
同
条
第
二
項
中
「
二
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
億
円
（
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
事
業
資
金

以
外
の
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
億
円
）」と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
従
っ
て
」
を
「
従
つ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
海
外
投
資
関
係
保
険
（
以
下「
海
外
投
資
関
係
保
険
」

と
い
う
。）の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
経
営
革
新
関
連
保
証
を
受
け
た
中
小
企
業
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
二
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
億
円
（
中
小
企

業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
経
営
革
新
計
画
に
従
つ
て
行
わ

れ
る
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
に
必
要
な
資
金
（
以
下
「
経
営
革
新
事
業
資
金
」
と
い
う
。）以
外
の
資
金
に
係
る

債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
億
円
）」と
、「
四
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
億
円
（
経
営
革
新
事

業
資
金
以
外
の
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
四
億
円
）」と
、
同
条
第
二
項
中
「
二

億
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
億
円
（
経
営
革
新
事
業
資
金
以
外
の
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ

い
て
は
、
二
億
円
）」と
す
る
。

百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

と
あ
る
の
は
「
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
法
第

百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

と
、「
新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
償
著
作

物
等
」
と
あ
る
の
は
「
録
音
さ
れ
、
又
は
録
画
さ
れ
た

著
作
物
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線

放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
（
著
作
権
又
は
著
作
隣

接
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ

て
、
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い

る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著
作
権
又
は
著
作
隣

接
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。）」
と
す
る
。

（
関
係
事
業
者
の
措
置
）

第
八
条

有
償
著
作
物
等
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示

す
る
事
業
者
は
、
特
定
侵
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
用
上
の
配
慮
）

第
九
条

新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
運
用
に
当

た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
の
収
集
そ

の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
行
為
が
不

当
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
検
討
）

第
十
条

新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
附
則
第
八
条
の

規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、

検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

文
部
科
学
大
臣

平
野

博
文

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

中
小
企
業
の
海
外
に
お
け
る
商
品
の
需
要
の
開
拓
の
促
進
等
の
た
め
の
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

法
律
第
四
十
四
号

中
小
企
業
の
海
外
に
お
け
る
商
品
の
需
要
の
開
拓
の
促
進
等
の
た
め
の
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中「
第
三
節

支
援
措
置
（
第
十
三
条
e

第
十
五
条
）」を「
第
三
節

支
援
措
置
（
第
十
三
条
e

第
十
六
条
）

第
四
節

支
援
体
制
の
整
備
（
第
十
七
条
e

第
二

十
一
条
）」に
、「
第
一
節

経
営
基
盤
強
化
の
支
援
（
第
十
六
条
e

第
十
八
条
）

第
二
節

新
技
術
を
利
用
し
た
事
業
活
動
の
支
援
（
第
十
九
条
e

第
二
十
四
条
）

第
三
節

地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
て
行
う
事
業
環
境
の
整
備
（
第
二
十
五
条
e

第
三
十
一
条
）

第
四
節

雑
則
（
第
三
十
二
条
）

」を

「
第
一
節

新
技
術
を
利
用
し
た
事
業
活
動
の
支
援
（
第
二
十
二
条
e

第
二
十
七
条
）

第
二
節

地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
て
行
う
事
業
環
境
の
整
備
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
四
条
）

第
三
節

雑
則
（
第
三
十
五
条
）

」に
、「
第
三
十
三

条
e

第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
六
条
e

第
四
十
一
条
」
に
、「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中「（
第
二
十
五
条
」
を「（
第
二
十
八
条
」
に
、「
第
二
十

五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と

し
、
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
外
国
関
係
法
人
等
」
と
は
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
外

国
の
団
体
（
新
た
に
設
立
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
又
は
組
合
等
が
そ
の
経
営
を
実
質
的

に
支
配
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
関
係
を
持
つ
も
の
を
い
う
。

› 
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